
③仕様書改定案（帳票要件 等）に関するご意見

修正前 修正後 分類（選択肢から選択） 詳細

大分類

（反映する、反映しな

い、要検討）

要件修正方針

（追加、修正、削除、変

更なし、要検討）

構成員確認（WT）要否

（共有、意見照会、不要）
対応内容 修正方針（事務局案）への回答 回答の理由・詳細など 修正方針（事務局案）への回答 回答の理由・詳細など 修正方針（事務局案）への回答 回答の理由・詳細など 修正方針（事務局案）への回答 回答の理由・詳細など 修正方針（事務局案）への回答 回答の理由・詳細など 修正方針（事務局案）への回答 回答の理由・詳細など 修正方針（事務局案）への回答 回答の理由・詳細など 修正方針（事務局案）への回答 回答の理由・詳細など 修正方針（事務局案）への回答 回答の理由・詳細など 修正方針（事務局案）への回答 回答の理由・詳細など 修正方針（事務局案）への回答 回答の理由・詳細など 修正方針（事務局案）への回答 回答の理由・詳細など 修正方針（事務局案）への回答 回答の理由・詳細など 修正方針（事務局案）への回答 回答の理由・詳細など 修正方針（事務局案）への回答 回答の理由・詳細など 修正方針（事務局案）への回答 回答の理由・詳細など 修正方針（事務局案）への回答 回答の理由・詳細など 修正方針（事務局案）への回答 回答の理由・詳細など 修正方針（事務局案）への回答 回答の理由・詳細など

個人住民税
帳票印字項目・諸元

表
0100095 所得証明書 17

合計収入・

所得の内訳
②：要件変更 ①：新規意見

余白が発生する場合，最後に印字した項

目の次に「＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊」

を記載する。

余白が発生する場合，最後に印字した項

目の次に「＊以下余白＊」を記載する。
⑧：業務精度向上 印字しない場合の記載との区別が困難になるため 反映する 修正 共有

名称の部分は「＊以下余白＊」、

金額の部分（数値型）は「************」

となるよう統一します。

意見なし 特段変更の必要はないと思われるが、

「対応内容」の変更をしても支障ない

ため。

市町村の実務に関する事項のため、回

答を控えます。

－ － 変更後の印字パターンサンプルの提示

を希望します。

賛成 賛成 異論ございません

共有事項であり、概ね賛成のため、名称の部分は「＊以下余白

＊」、金額の部分（数値型）は「************」となるよう統一し

ます。

個人住民税 帳票レイアウト 0100095 所得証明書 ②：要件変更 ①：新規意見

帳票印字項目・諸元表により項目番号17

を上記のとおり変更するなら，レイアウ

トについても変更したものを示していた

だきたい。

⑧：業務精度向上 字面だけだとイメージできないため 反映する 修正 共有

名称の部分は「＊以下余白＊」、

金額の部分（数値型）は「************」

となるよう統一します。

意見なし 特段変更の必要はないと思われるが、

「対応内容」の変更をしても支障ない

ため。

市町村の実務に関する事項のため、回

答を控えます。

－ － 変更後の印字パターンサンプルの提示

を希望します。

賛成 賛成 異論ございません

同上

個人住民税
帳票印字項目・諸元

表
0100047 納税通知書 157

税額控除項

目名称
②：要件変更 ①：新規意見

調整控除

配当控除

住宅借入金等特別税額控除

寄附金税額控除

寄附金特例控除

ワンストップ特例控除

外国税額控除

所得割調整額

配当割・株式譲渡所得割

表示しきれない所得についてはその他税

額控除とし、合算して表示する。

調整控除

配当控除

住宅借入金等特別税額控除

寄附金税額控除

（寄附金特例控除）

（ワンストップ特例控除）

外国税額控除

所得割調整額

配当割・株式譲渡所得割

表示しきれない所得についてはその他税

額控除とし、合算して表示する。

⑦：業務効率化

寄附金税額控除は、寄附金特例控除やワンストップ特例

控除を内包しており、（）で括ることで、内書であるこ

とを表現する必要があるため。（本年内訳を引いても市

区町村 所得割と一致しない、計算誤りなのではないか

と多数問い合わせが寄せられた。）

市民より、税額控除の内訳を税額控除前所得割額か

ら差し引いても、市区町村 所得割とならないと問

い合わせが来ることを回避し、事務の軽減及び市民

サービスの向上を目指す。

①：現行システムで

パッケージ標準で実装

している帳票

反映する 修正 意見照会

帳票印字要件・諸元表0100047の内訳となる寄附金税額控除とワンストッ

プ特例控除について（）で括り内数であることを示す方針について、ご意

見をお願いいたします。

①賛成

②反対

調整控除

配当控除

住宅借入金等特別税額控除

寄附金税額控除

（寄附金特例控除）

（ワンストップ特例控除）

外国税額控除

所得割調整額

配当割・株式譲渡所得割

表示しきれない所得についてはその他税額控除とし、合算して表示する。

賛成 賛成 意見元と同意見。 賛成 （）で記載することで、寄附金特例控

除やワンストップ特例控除が寄附金税

額控除の内訳であることが分かりやす

くなるため。

賛成 賛成 反対 当市では特別徴収の納税義務者用の通

知に寄付金控除の詳細の金額が表示さ

れないため問合せをうけることがある

が、納税通知書を見て不明だという問

合せを受けてないないので詳細まで載

せる必要はないと考える。

賛成 反対 データ標準レイアウトでは寄附金税額

控除のみ規定されていること、また寄

附金特例控除の金額には1円未満の端数

が出ることから、内書きである寄附金

特例控除、ワンストップ特例控除の記

載は不要と考えます。

特になし 市町村の実務に関する事項のため、回

答を控えます。

賛成 「意見の根拠」の通り。 賛成（追加案あり） （寄附金特例控除）と（ワンストップ

特例控除）については、税額控除の内

訳を印字することで縦計が合わなくな

るため、そもそも印字すること自体が

混乱を招く元だと思われます。

印字項目から除外、もしくは印字しな

くても良い（標準オプション項目）と

して頂けないでしょうか。

※実際、所得証明書の税額控除の印字

項目には、寄附金税額控除の内訳が含

まれていません。

賛成 賛成 反対 標準仕様書の諸元表上明確な記載があ

りませんが、

外数ではないのでしょうか。

弊社は外数と考えておりました。

システムによって内数になる場合は

（）記載、外数の場合は（）なしであ

るべきと考えます。

また、表示しきれない場合について

「所得」「所得控除」「課税標準額」

は合算された方がのぞましいと考えま

すが「税額控除」欄は不要と考えま

す。

レイアウトは8行出力可能で、税額控除

は9行です。すべて出力されるケースが

あまりないのではないでしょうか。

印字することで混乱を招く可能性があるため、寄附金特例控除、

ワンストップ特例控除の記載自体を標準オプション項目といたし

ます。また、本項目を印字する場合は、内数として（）表記する

ことといたします。

個人住民税
帳票印字項目・諸元

表
0100047 納税通知書 153

所得項目名

称
⑥：表現の見直し ①：新規意見

表示しきれない所得についてはその他所

得とし、合算して表示する。

表示しきれない所得についてはその他所

得とし、合算して表示する。ただし、項

番155との整合性や説明を考慮し、項番

155にて合算して表示しなかった課税標準

名称に付随する項目は、極力合算して表

示することを避けること。

⑥：住民サービス向上

項番155にて合算して表示しなかった課税標準項目が記

載されているにもかかわらず、付随する所得項目が省略

されてしまうと大変わかりづらいので、順番等を変更し

省略しないよう考慮を入れるべきである。

項番155にて合算して表示しなかった課税標準に付

随する所得項目については、市民がわかりやすいよ

うに合算して表示することを避けることで、問い合

わせを減らすことができる。

①：現行システムで

パッケージ標準で実装

している帳票

反映しない 変更なし 共有

納税通知書（帳票ID0100047）における諸元表の項番153その他所得として

記載するものと項番155その他課税標準として記載するものについては、別

項目での管理であり、相互の状態によって表示を変更することは難しいと

考え、反映しない方針です。

意見なし 市町村の実務に関する事項のため、回

答を控えます。

－ － 賛成 賛成 合算する場合と合算しない場合で表示

順が異なる可能性が出てくるため、変

更しない方向で問題ありません。

反対 上記のとおり。「所得」「所得控除」

「課税標準額」は合算された方がのぞ

ましいと考えます

共有事項であり、概ね賛成のため、変更いたしません。

個人住民税
帳票要件（指定都

市）
0108006 所得証明書 ②：要件変更 ①：新規意見

課税項目（課税標準額、所得控除、税額

控除等）及び扶養・本人控除項目等を含

む

証明書出力項目のうち、以下の項目につ

いて、税源移譲前後の額を印字できるこ

と。

＜対象項目＞

・市区町村民税所得割額

・市区町村民税住宅借入金等特別税額控

除

・市区町村民税寄附金税額控除

・市区町村民税減免額

・都道府県民税所得割額

課税項目（課税標準額、所得控除、税額

控除等）及び扶養・本人控除項目等を含

む

証明書出力項目のうち、以下の項目につ

いて、税源移譲前後の額を印字できるこ

と。

＜対象項目＞

・市区町村民税所得割額

・市区町村民税住宅借入金等特別税額控

除

・市区町村民税寄附金税額控除

・市区町村民税減免額

・都道府県民税所得割額

・市区町村民税調整控除額←追加

・市区町村民税所得割調整額←追加

④：現行事務処理・現
行機能の踏襲

所得証明書を必要とする手続きのうち、「市区町村民税

調整控除額」及び「市区町村民税所得割調整額」を使用

して算定するものが存在するため、本項目についても税

源移譲前後の額を印字する必要がある。（奨学金等）

市民の方が所得証明書を取得することで、調整額や

調整控除を確認していただく。

②：現行システムでカ

スタマイズを実施して

いる帳票

要検討 要検討 意見照会

証明書出力項目のうち以下の項目に対して、税源移譲前後の額を印字でき

るよう修正を行う方針について、ご意見をお願いいたします。

①賛成

②反対

＜対象項目＞※追加帳票レイアウト（指定都市）参照

・市区町村民税調整控除

・市区町村民税住宅借入金等特別税額控除

・市区町村民税寄附金税額控除

・市区町村民税所得割調整額

・市区町村民税減免前所得割額

・市区町村民税減免額

・市区町村民税減免後所得割額

・都道府県民税所得割額

・都道府県民税調整控除額

・都道府県民税住宅借入金等特別税額控除

・都道府県民税寄附金税額控除

・都道府県民税所得割調整額

・都道府県民税減免前所得割額

・都道府県民税減免額

・都道府県民税減免後所得割額

※別市からの意見により県民税の記載も追加

反対 税源移譲前の市区町村民税所得割額等は、市区

町村民税所得割額を利用している福祉・教育制

度等に係る対応として、当分の間、情報提供

ネットワークシステム及び所得証明書により提

供しているものという認識です。

転居等により不公平な取扱いとならないように

するための対応であることは理解しています

が、税源移譲前の都道府県民税額は情報提供

ネットワークシステムでも提供していない項目

であり、過剰な要件と考えます。

市区町村民税調整控除及び市区町村民税所得割

調整額の追加については賛成です。

意見なし 賛成 賛成 反対 政令都市ではないが現在も税源移譲前

後の金額は印字されていないため不要

と考えている

賛成 賛成 特になし 市町村の実務に関する事項のため、回

答を控えます。

賛成 － 弊社では指定都市の導入実績がないた

め、回答を控えさせて頂きます。

弊社システムは指定都市対応システム

ではないため回答はありません。

賛成 反対 過剰要件と考えます。

都道府県民税の印字について、必要性を確認できないため、市区

町村民税調整控除及び市区町村民税所得割調整額のみ追加いたし

ます。

個人住民税
帳票印字項目・諸元

表
0100040

特別徴収税額決

定通知書（特別

徴収義務者用）

65 備考 ⑥：表現の見直し ②：前回記載意見

特別徴収義務者の情報に応じて、「納期

特例適用あり」、「納入書なし」、「納

税義務者用通知なし」、「全従業員0

円」、「口座振替無」を印字

―（文言の削除） ⑤：過剰な要件

「納期特例適用あり」等のその他の印字内容について、

特別徴収義務者からの変更申請を随時受け付けており、

行き違いで特別徴収税額決定（変更）通知書が発送され

ることが日常的にあることから、印字しないことで不要

な誤解や問合せを防ぐため。

標準化以前では当該項目を印字していないが特段問

題がなかった。これらの印字内容が例示なのであれ

ばその旨を諸元表に明記いただきたい。備考欄に印

字する内容は自治体が自由に設定できることが望ま

しい。

①：現行システムで

パッケージ標準で実装

している帳票

反映しない 変更なし 共有 納税義務者への説明を削除することは不可のため、変更いたしません。

意見なし 市町村の実務に関する事項のため、回

答を控えます。

－ － 賛成（追加案あり） 「口座振替無」については、特徴義務

者の口座振替に対応していないため印

字が必要となるケースが無く、文言か

ら削除して頂いても良いと思われま

す。

賛成 賛成 反映しないことは問題ありませんが、

印字エリアにも限りがありますので柔

軟な記載であるべきだと思います（す

べての内容を印字することができない

場合の考慮）。 共有事項であり、概ね賛成のため、変更いたしません。

個人住民税
帳票印字項目・諸元

表
0100041

特別徴収税額変

更通知書（特別

徴収義務者用）

65 備考 ⑥：表現の見直し ②：前回記載意見 同上 同上 ⑤：過剰な要件 同上 同上

①：現行システムで

パッケージ標準で実装

している帳票

反映しない 変更なし 共有 納税義務者への削除することは不可のため、変更いたしません。

意見なし 市町村の実務に関する事項のため、回

答を控えます。

－ － 賛成 同上 賛成 賛成 反映しないことは問題ありませんが、

印字エリアにも限りがありますので柔

軟な記載であるべきだと思います（す

べての内容を印字することができない

場合の考慮）。 共有事項であり、概ね賛成のため、変更いたしません。

個人住民税
帳票印字項目・諸元

表
0100047 納税通知書 3 通知書番号 ②：要件変更 ①：新規意見

基本フォントおよび最小フォント

9ポイント

基本フォントおよび最小フォント

12ポイント
⑥：住民サービス向上

R7年度課税の納税通知書は標準仕様書の仕様で発行し

ました。市民から電話で問い合わせを受ける際は、本人

確認のために通知番号を読み上げていただく運用をして

いますが、文字が小さく読めないとのご意見を多数いた

だいたため。

文字を大きくすることで、問合せ対応がスムーズに

なると想定されます。

①：現行システムで

パッケージ標準で実装

している帳票

反映しない 変更なし 共有 レイアウトの変更は影響が大きいため、変更いたしません。

反対 意見元と同意見。 改善希望 本市でも「文字が小さい」「見づら

い」「分かりづらくなった」などのご

意見を50回以上受けており、基本フォ

ントおよび最小フォントを可能な限り

大きくしてほしい。

市町村の実務に関する事項のため、回

答を控えます。

－ － 賛成（追加案あり） 帳票レイアウトの基本構成を崩さずに

帳票レイアウト（サイズ）を変更する

ことは許可されているため、余白に応

じてフォントサイズを多少大きくする

例外は認めて頂いても良いのではない

かと思われます。

賛成 賛成 反映しないことは問題ありませんが、

諸元表の文字数とレイアウトの不整合

箇所は散見されますので見直しをお願

いしたいです。

例）

所得欄

帳票レイアウト：8桁

諸元表：15桁

項目：給与所得（所得金額調整控除

後）

→提示されているレイアウトで9ポイン

トでは入らないと思います。（他項目

も類似あり）

共有事項であり、概ね賛成のため、変更いたしません。

個人住民税 帳票レイアウト
0100047

0100048

納税通知書

税額変更通知書
通知書番号 ②：要件変更 ①：新規意見

印字位置

「金融機関名」の上部

印字位置

公印の下（「お問い合せ先」の上部）等

の目立つ位置

⑥：住民サービス向上
通知書番号のフォントサイズの変更希望と同様に、電話

での問い合わせ対応時に市民からの視認性を良くするた

め。

他の項目に紛れないことで、問合せ対応がスムーズ

になると想定されます。

①：現行システムで

パッケージ標準で実装

している帳票

反映しない 変更なし 共有 レイアウトの変更は影響が大きいため、変更いたしません。

反対 意見元と同意見。 市町村の実務に関する事項のため、回

答を控えます。

－ － 賛成 賛成 賛成 反映しないことは問題ありませんが、

印字位置を移動するなら宛名枠である

べきと考えます。
共有事項であり、概ね賛成のため、変更いたしません。

個人住民税
帳票印字項目・諸元

表
0100095 所得証明書 19

所得控除の

内訳（種類

名）

⑥：表現の見直し ①：新規意見

（5.0版案にて追記された箇所）

表示しきれない所得についてはその他所

得とし、合算して表示する。

表示しきれない所得控除についてはその

他所得控除とし、合算して表示する。
⑥：住民サービス向上 所得控除欄の内容に対し所得の説明となっているため

本件もしかすると項番16「収入・所得の内訳」の内

容から引用したのかと思われる。

②：現行システムでカ

スタマイズを実施して

いる帳票

反映する 修正 共有

帳票印字項目・諸元表100095の項番19所得控除の要件について、備考欄の

記載を以下の通り修正いたします。

「表示しきれない所得控除についてはその他所得控除とし、合算して表示

する。」

賛成 市町村の実務に関する事項のため、回

答を控えます。

－ － 賛成 賛成 賛成 異論ございません
共有事項であり、概ね賛成のため、備考欄の記載を以下の通り修

正いたします。

「表示しきれない所得控除についてはその他所得控除とし、合算

して表示する。」

個人住民税
帳票印字項目・諸元

表
0100015

個人住民税申告

書
①：要件追加 ①：新規意見 …

印字項目に、自治体が個人特定のために

管理する番号（本市では「宛名番号」と

いう名称で管理している。以下「宛名番

号」という。）を追加

⑥：住民サービス向上
宛名番号が無い場合、電話等で市民からの質問や相談等

に対応する際の個人特定が困難となり、住民サービスが

低下することを危惧しているため。

住民から電話等で問い合わせがあった時に、印字し

てある「宛名番号」を聞き取ることで個人特定が可

能となる。その上で、課税情報などの具体的内容に

ついて相談等に応じる。

①：現行システムで

パッケージ標準で実装

している帳票

反映しない 変更なし 共有 通知書番号で対応可能なため、変更いたしません。

意見なし 市町村の実務に関する事項のため、回

答を控えます。

－ － 反対 宛名番号による検索が有効な場面も存

在すると思われます。しかしレイアウ

トの変更は影響が多いということもあ

るため、標準オプション項目として運

用上必要とする自治体だけ印字する仕

様が最適と思われます。

反対 お客様運用を考慮し個人特定の情報は

必要と考えます。住民税申告の段階で

は通知書番号が付番前となるため、宛

名番号の印字が良いと考えます。

賛成 変更しない、でも構いませんが、諸元

表の記載は見直すべきではないかと考

えます。用語集上、「宛名番号」と

「通知書番号」は別に定義されており

ます。また、総務省様式（第五号の

四）の住民税申告書には「通知書番

号」の欄はありません。「整理番号」

の欄がありますので「整理番号」と定

義し、任意の管理番号とすべきではな

いでしょうか。

反対意見も見られるため、標準オプション項目で宛名番号を追加

いたします。

個人住民税
帳票印字項目・諸元

表
0100047 納税通知書 ①：要件追加 ①：新規意見 … 印字項目に、宛名番号を追加 ⑥：住民サービス向上

宛名番号が無い場合、電話等で市民からの質問や相談等

に対応する際の個人特定が困難となり、住民サービスが

低下することを危惧しているため。

住民から電話等で問い合わせがあった時に、印字し

てある「宛名番号」を聞き取ることで個人特定が可

能となる。その上で、課税情報などの具体的内容に

ついて相談等に応じる。

①：現行システムで

パッケージ標準で実装

している帳票

反映しない 変更なし 共有 通知書番号で対応可能なため、変更いたしません。

意見なし 市町村の実務に関する事項のため、回

答を控えます。

－ － 反対 宛名番号による検索が有効な場面も存

在すると思われます。しかしレイアウ

トの変更は影響が多いということもあ

るため、標準オプション項目として運

用上必要とする自治体だけ印字する使

用が最適と思われます。

反対 お客様運用を考慮し個人特定の情報は

必要と考えます。通知書番号では年度

との組み合わせとなるため、宛名番号

の印字が良いと考えます。

賛成 上記類似ですが、住民税申告書の通知

書番号と納税通知書の通知書番号は性

質が異なるものと考えます。

住民税申告書は住民に記載して申告し

てもらうもの、納税通知書は納税を通

知するものです。納税通知書の通知書

番号は一般的に納付情報の管理とも紐

付いているものと考えます。

納税通知書の通知書番号を宛名番号と

していいのであれば、諸元表にその旨

補足があってもいいのではないでしょ

うか。

反対意見も見られるため、標準オプション項目で宛名番号を追加

いたします。

個人住民税 帳票レイアウト 0108006
所得証明書（指

定都市）
5

住宅借入金

等税額控除

（税源移譲

前）

⑥：表現の見直し ①：新規意見 都道府県民税を印字する
都道府県民税を印字できないようにする

（記載欄を削除、斜線を引くなど）
⑤：過剰な要件

帳票印字項目・諸元表（指定都市）項番5に都道府県民

税分の記載については定義されていないため

税源移譲後・税源移譲前の両方に都道府県民税額が

ある場合に、税源移譲後に税額を印字、税源移譲前

に「************」を印字すると税額がないと誤解さ

れる可能性があるため

①：現行システムで

パッケージ標準で実装

している帳票

要検討 修正 意見照会

証明書出力項目のうち以下の項目に対して、税源移譲前後の額を印字でき

るよう修正を行う方針について、ご意見をお願いいたします。

①賛成

②反対

＜対象項目＞※追加帳票レイアウト（指定都市）参照

・市区町村民税調整控除

・市区町村民税住宅借入金等特別税額控除

・市区町村民税寄附金税額控除

・市区町村民税所得割調整額

・市区町村民税減免前所得割額

・市区町村民税減免額

・市区町村民税減免後所得割額

・都道府県民税所得割額

・都道府県民税調整控除額

・都道府県民税住宅借入金等特別税額控除

・都道府県民税寄附金税額控除

・都道府県民税所得割調整額

・都道府県民税減免前所得割額

・都道府県民税減免額

・都道府県民税減免後所得割額

※別市からの意見により追加した分も反映

反対 税源移譲前の市区町村民税所得割額等は、市区

町村民税所得割額を利用している福祉・教育制

度等に係る対応として、当分の間、情報提供

ネットワークシステム及び所得証明書により提

供しているものという認識です。

転居等により不公平な取扱いとならないように

するための対応であることは理解しています

が、税源移譲前の都道府県民税額は情報提供

ネットワークシステムでも提供していない項目

であり、過剰な要件と考えます。

市区町村民税調整控除及び市区町村民税所得割

調整額の追加については賛成です。

意見なし 賛成 賛成 反対 賛成 賛成 特になし 市町村の実務に関する事項のため、回

答を控えます。

賛成 － 弊社では指定都市の導入実績がないた

め、回答を控えさせて頂きます。

弊社システムは指定都市対応システム

ではないため回答はありません。

賛成 反対 過剰要件と考えます。

都道府県民税の印字について、必要性を確認できないため、市区

町村民税調整控除及び市区町村民税所得割調整額のみ追加いたし

ます。

個人住民税
帳票レイアウト（指

定都市）
0108006

所得証明書（指

定都市）
7

寄附金税額

控除（税源

移譲前）

⑥：表現の見直し ①：新規意見 都道府県民税を印字する
都道府県民税を印字できないようにする

（記載欄を削除、斜線を引くなど）
⑤：過剰な要件

帳票印字項目・諸元表（指定都市）項番7に都道府県民

税分の記載については定義されていないため

税源移譲後・税源移譲前の両方に都道府県民税額が

ある場合に、税源移譲後に税額を印字、税源移譲前

に「************」を印字すると税額がないと誤解さ

れる可能性があるため

①：現行システムで

パッケージ標準で実装

している帳票

要検討 修正 意見照会 同上

反対 同上 意見なし 賛成 賛成 賛成 賛成 特になし 市町村の実務に関する事項のため、回

答を控えます。

賛成 － 弊社では指定都市の導入実績がないた

め、回答を控えさせて頂きます。

弊社システムは指定都市対応システム

ではないため回答はありません。

賛成 反対 過剰要件と考えます。

同上

個人住民税
帳票レイアウト（指

定都市）
0108006

所得証明書（指

定都市）

所得割額

（税源移譲

前）

⑥：表現の見直し ①：新規意見
市区町村民税及び都道府県民税を印字す

る
削除 ⑤：過剰な要件

帳票印字項目・諸元表（指定都市）に「減免前所得割額

税源移譲前」は定義されていないため
帳票印字項目・諸元表（指定都市）に合わせるため

①：現行システムで

パッケージ標準で実装

している帳票

要検討 修正 意見照会 同上

反対 同上 意見なし 賛成 賛成 賛成 賛成 特になし 市町村の実務に関する事項のため、回

答を控えます。

賛成 － 弊社では指定都市の導入実績がないた

め、回答を控えさせて頂きます。

弊社システムは指定都市対応システム

ではないため回答はありません。

賛成 反対 過剰要件と考えます。

同上

個人住民税
帳票レイアウト（指

定都市）
0108006

所得証明書（指

定都市）
14

所得割減免

額（税源移

譲前）

⑥：表現の見直し ①：新規意見 都道府県民税を印字する
都道府県民税を印字できないようにする

（記載欄を削除、斜線を引くなど）
⑤：過剰な要件

帳票印字項目・諸元表（指定都市）項番14に都道府県

民税分の記載については定義されていないため

税源移譲後・税源移譲前の両方に都道府県民税額が

ある場合に、税源移譲後に税額を印字、税源移譲前

に「************」を印字すると税額がないと誤解さ

れる可能性があるため

①：現行システムで

パッケージ標準で実装

している帳票

要検討 修正 意見照会 同上

反対 同上 意見なし 賛成 賛成 賛成 賛成 特になし 市町村の実務に関する事項のため、回

答を控えます。

賛成 － 弊社では指定都市の導入実績がないた

め、回答を控えさせて頂きます。

弊社システムは指定都市対応システム

ではないため回答はありません。

賛成 反対 過剰要件と考えます。

同上

個人住民税 帳票レイアウト 0100067
扶養調査に関す

る照会文書
①：要件追加 ①：新規意見 - 未確認の扶養親族の合計所得

①：地方税法（法律・
政令・省令）への準
拠・外部機関（eLTAX
等）への対応

特定親族特別控除の控除額決定のため
記載された金額を基に特定親族特別控除の控除額を

決定するため

③：現行システムでは

使用していない帳票
対応しない 変更しない 共有

配偶者控除、配偶者特別控除等についても所得を照会する項目には入れる

取り扱いではないため、変更いたしません。

反対 意見元と同意見。 市町村の実務に関する事項のため、回

答を控えます。

－ － 賛成 賛成 賛成 異論ございません

共有事項であり、概ね賛成のため、変更いたしません。

個人住民税 帳票レイアウト 0100068

扶養親族の状況

について（照

会）【事業所】

①：要件追加 ①：新規意見 - 未確認の扶養親族の合計所得

①：地方税法（法律・
政令・省令）への準
拠・外部機関（eLTAX
等）への対応

特定親族特別控除の控除額決定のため
記載された金額を基に特定親族特別控除の控除額を

決定するため

③：現行システムでは

使用していない帳票
対応しない 変更しない 共有

配偶者控除、配偶者特別控除等についても所得を照会する項目には入れる

取り扱いではないため、変更いたしません。

反対 意見元と同意見。 市町村の実務に関する事項のため、回

答を控えます。

－ － 賛成 賛成 賛成 異論ございません

共有事項であり、概ね賛成のため、変更いたしません。

個人住民税 帳票レイアウト 0100047
納税通知書・税

額変更通知書
①：要件追加 ①：新規意見 - 特定扶養親族の人数 ⑥：住民サービス向上

源泉徴収票と同様に、特定親族特別控除の適用人数を表

示するため

納税者に人数を通知しないと、届け出ている親族が

全員反映されているかどうかがわからず、問い合わ

せ増が見込まれる。

②：現行システムでカ

スタマイズを実施して

いる帳票

対応しない 変更しない 意見照会

特定親族特別控除について、国税庁が提示する源泉徴収票には人数の記載

がありますが、「扶養人数」のカウントには含まれないため、通知への人

数の記載は不要と考えております。本方針について、ご意見をお願いいた

します。

①通知への人数の記載は不要

②通知への人数の記載は必要

通知への人数の記載は必要 配偶者特別控除とは異なり控除対象者が複数人

となる場合があること、控除額が定額ではない

ことから、納税義務者が控除の適用状況を確認

するために必要と考えます。また、特別徴収税

額決定通知書（納税義務者用）（帳票

ID0100042）も同様です。

通知への人数の記載は必要 扶養ではないので扶養の括りとは別に

人数を記載すべきと考えます。

通知への人数の記載は必要 納税者に人数を通知しないと、届け出

ている親族が全員反映されているかど

うかがわからず、問い合わせ増が見込

まれる。

通知への人数の記載は必要 要望の通り、納税者に対して扶養人数

を通知する必要があると考えられるた

め。

通知への人数の記載は不要 通知への人数の記載は必要 金額だけで判断できるとは思えないの

で人数の記載は必要だと考える

賛成 ①通知への人数の記載は不要 通知への人数の記載は不要 令和８年６月改版のデータ標準レイア

ウトでは、特定親族特別控除額のみ追

加されていることから、人数は他の事

務処理でも不要と想定されるため、記

載は不要と考えます。

特になし 市町村の実務に関する事項のため、回

答を控えます。

通知への人数の記載は不要 対応方針（対応内容）の通り。 通知への人数の記載は不要 通知への人数の記載は不要 通知への人数の記載は必要 住民からの問合せ件数を削減するた

め。

通知への人数の記載は不要 異論ございません

各団体により意見にばらつきがありますが、7/22（火）公開の省

令様式にて、人数の記載がないことから、通知への記載は不要と

いたします。

個人住民税 帳票要件 0100067
扶養調査に関す

る照会
①：要件追加 ①：新規意見

国外居住だった場合の項目追加（送金額

等）

①：地方税法（法律・
政令・省令）への準
拠・外部機関（eLTAX
等）への対応

地方税法施行規則第２条の２第５項の規定により、納税

義務者が国外居住親族に送金等を行っていることを確認

する必要があるため

送金の有無又は多寡により、国外居住親族の扶養控

除の適用の可否を決定する。

①：現行システムで

パッケージ標準で実装

している帳票

対応しない 変更しない 意見照会

項目として全ての自治体が管理しているわけでは無く、対応できないと考

えられるため、要件音変更は想定していません。本方針について、ご意見

をお願いいたします。

①賛成

②反対

賛成 申告書に添付される送金関係書類等の調査によ

り確認できるため。

賛成 反対 送金の有無又は多寡により、国外居住

親族の扶養控除の適用の可否を決定す

る。

賛成 記載内容の通り、送金事項に関して全

ての自治体が管理しているわけではな

いため。

賛成 賛成 現在も国外扶養全員の送金金額の管理

まではしていないため必要ないと考え

る。

賛成 賛成 特になし 市町村の実務に関する事項のため、回

答を控えます。

賛成 対応方針（対応内容）の通り。 賛成 賛成 賛成 賛成 異論ございません

概ね賛成であるため、要件変更いたしません。

個人住民税 帳票要件 0100068

扶養親族の状況

について（照

会）【事業所】

①：要件追加 ①：新規意見
国外居住だった場合の項目追加（送金額

等）

①：地方税法（法律・
政令・省令）への準
拠・外部機関（eLTAX
等）への対応

地方税法施行規則第２条の２第５項の規定により、納税

義務者が国外居住親族に送金等を行っていることを確認

する必要があるため

送金の有無又は多寡により、国外居住親族の扶養控

除の適用の可否を決定する。

①：現行システムで

パッケージ標準で実装

している帳票

対応しない 変更しない 意見照会

項目として全ての自治体が管理しているわけでは無く、対応できないと考

えられるため、要件音変更は想定していません。本方針について、ご意見

をお願いいたします。

①賛成

②反対

反対 給与支払報告書に控除対象扶養親族の分類（30

歳未満又は70歳以上、留学生、障害者、38万

円以上送金）が記載されていない場合、事業所

に確認する必要があるため。

賛成 反対 送金の有無又は多寡により、国外居住

親族の扶養控除の適用の可否を決定す

る。

賛成 同上 賛成 賛成 現在も国外扶養全員の送金金額の管理

まではしていないため必要ないと考え

る。

賛成 賛成 特になし 市町村の実務に関する事項のため、回

答を控えます。

賛成 対応方針（対応内容）の通り。 賛成 賛成 賛成 賛成 異論ございません

同上

個人住民税 帳票レイアウト 0100070

所得照会書（事

業所・家屋敷課

税者）

⑥：表現の見直し ①：新規意見
照会文書に記載の下記文面の変更

貴市区町村内に住所を思われる
貴市区町村内に住所を有すると思われる

①：現行システムで

パッケージ標準で実装

している帳票

対応する 修正 共有

脱字について、以下の通り修正いたします。

「貴市区町村内に住所を有すると思われる」

賛成 市町村の実務に関する事項のため、回

答を控えます。

－ － 賛成 賛成 賛成 異論ございません

共有事項であり、概ね賛成のため、対応方針の通りといたしま

す。

個人住民税 帳票要件 0100069

扶養親族の所得

状況等について

（照会・回答）

①：要件追加 ①：新規意見 支援措置の有無の項目追加 ⑦：業務効率化
支援措置の有無により、照会文書の送付の可否を判断し

ているため。

他市に居住する納税義務者に対し、扶養重複の照会

文書を送付する際、被扶養者が支援措置を申出して

いる場合は照会文書を送付しない。

④：スクラッチ開発で

実装
対応しない 変更しない 意見照会

本帳票は納税義務者に直接送付するものではないことに加え、項目として

全ての自治体が管理しているわけでは無く対応できないため、要件化はし

ない方針です。また、連絡事項欄で特記事項については記載可能の想定で

す。本方針について、ご意見をお願いいたします。

①賛成

②反対

賛成 反対 特記事項に自動で記載される場合は

「対応内容」でも差し支えありませ

ん。

賛成 当該項目を管理していないため。 賛成 賛成 賛成 照会などであれば活用したい項目のた

め

賛成 賛成 特になし 市町村の実務に関する事項のため、回

答を控えます。

賛成 対応方針（対応内容）の通り。 賛成 賛成 賛成 賛成 異論ございません

概ね賛成であるため、要件変更いたしません。

個人住民税 帳票要件 0100069

扶養親族の所得

状況等について

（照会・回答）

①：要件追加 ①：新規意見
扶養者住所について、賦課期日住所と現

住所のどちらも記載
⑦：業務効率化

扶養者の住所が、賦課期日現在のものか最新のものかの

判断ができず、照会文書の発送に影響するため。

他市に居住する納税義務者に対し、扶養重複の照会

文書を送付する際、納税義務者の課税地を示し、現

在の居住地に文書を発送する必要がある。

①：現行システムで

パッケージ標準で実装

している帳票

対応しない 変更しない 意見照会

本帳票は納税義務者に直接送付するものではないことに加え、項目として

全ての自治体が管理しているわけでは無く対応できないため、要件化はし

ない方針です。また、連絡事項欄で特記事項については記載可能の想定で

す。本方針について、ご意見をお願いいたします。

①賛成

②反対

賛成 賛成 賛成 当該項目を管理していないため。 賛成 賛成 賛成 扶養照会などであれば活用したい項目

のため

賛成 賛成 特になし 市町村の実務に関する事項のため、回

答を控えます。

賛成 対応方針（対応内容）の通り。 賛成 賛成 賛成 賛成 異論ございません

概ね賛成であるため、要件変更いたしません。

要件

業務
（選択肢から選

択）

仕様書改定案の対象
（選択肢から選択）

帳票ID 帳票名 項目番号 項目名称 意見の分類
（選択肢から選択）

新規意見区分
（選択肢から選択）

意見の根拠

運用想定 現行システム区分
（選択肢から選択）

WT構成員（A市）ご回答欄対応方針 WT構成員（B市）ご回答欄 WT構成員（C市）ご回答欄 WT構成員（D市）ご回答欄 WT構成員（E市）ご回答欄 WT構成員（F市）ご回答欄 WT構成員（G市）ご回答欄 WT構成員（H市）ご回答欄 WT構成員（I市）ご回答欄 WT構成員（J市）ご回答欄 WT構成員（K市）ご回答欄 WT構成員（Q市）ご回答欄 WT構成員（R市）ご回答欄 WT構成員（S市）ご回答欄

対応方針

WT構成員（L市）ご回答欄 WT構成員（M市）ご回答欄 WT構成員（N市）ご回答欄 WT構成員（O市）ご回答欄 WT構成員（P市）ご回答欄


